
 

事 務 連 絡 

令和 7年 12月 12日 

 

各関係介護事業所 御中 

           長崎県福祉保健部長寿社会課 

 

国の令和 7年度補正予算関係の老朽化施設の大規模修繕対策支援に係る 

事業見込み量調査について（地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金関係） 

 

平素より介護保険制度及び高齢者保健福祉行政の推進につきまして、格別のご高配を賜

り厚くお礼申し上げます。 

標記の交付金について、本年 11 月 28 日（金）に閣議決定された国の令和７年度補正

予算案において、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金については新規で「老朽化施

設の大規模修繕の対策支援」（以下「大規模修繕等」と言う。）として 22 億円が計上さ

れたところです。これを受けまして、本交付金の大規模修繕等の令和 8年度中の事業量見

込み調査を行いますので、下記２のとおりご対応いただきますようお願いいたします。 

なお、本調査は国が新規に追加した大規模修繕等の県内における事業量見込みの調査で

あり、事業実施等について確約するものではありませんのでご了承ください。 

また、大規模修繕等については、現在審議中の国の令和７年度補正予算案に盛り込まれ

ているものであるため、今後、国会での審議結果により事業内容等について変更となる可

能性があることを申し添えます。 

記 

 

１． 今回の調査対象補助メニュー及び補助率等 

【補助メニュー名】国土強靱化対策と一体的に実施する大規模修繕等支援 

【補助対象整備内容】ホームページ掲載の「（参考１）条件となる一体的に実施する国土

強靭化対策の内容」記載事項に該当する（一体的に行う） 

          「（参考 2）大規模修繕等に係る整備内容」記載の大規模修繕等 

【補助基準額】 

補助単価に単位数を乗じて得た額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額 

【補助単価及び補助率】 

 ・補助単価：29,260千円  ・単位数：施設数 

 ・補助率：2/3（国 1/3、県 1/3、事業者 1/3） 

※本事務連絡に関係する資料・様式等は、下記長崎県長寿社会課のホームページに掲

載しておりますので、ご確認ください。 

  （掲載箇所） 

福祉・保健＞高齢者・介護保険＞高齢者福祉施設等の整備＞国の令和 7年度補正予

算関係の老朽化施設の大規模修繕対策支援に係る事業見込み量調査について（地域

介護・福祉空間整備等施設整備交付金関係） 

（ホームページリンク）国の補正予算関係の老朽化施設の大規模修繕対策支援に係

る事業見込み量調査（地域介護・福祉空間整備関係） | 長崎県 

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/koreisha/shisetsu-seibi/chiikikaigofukushikuukann_daikibosyuuzenn/
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/koreisha/shisetsu-seibi/chiikikaigofukushikuukann_daikibosyuuzenn/


 

 

２．回答要領 

（１）下記アンケートフォームから回答（全施設要回答） 

   （フォーム）令和 7年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の新規メニュー

に関する調査について – フォームに記入する 

※令和 8年度実施の「国土強靱化対策と一体的に実施する大規模修繕等支援」を希

望しない施設については、アンケートの質問 5まで回答いただければそれより後

の質問は回答していただく必要はなく、下記書類の提出も不要です。 

※期限が短く申し訳ございませんが、ご回答いただきますようお願いいたします。 

【アンケート回答期限】令和 7年 12月 16日（火） 

 

（２）令和 8年度中の「国土強靱化対策と一体的に実施する大規模修繕等支援」を希望さ

れる施設については、下記書類を下記期限までにご提出ください。 

【提出様式】 

① 別添 3「整備計画一覧表（Excelデータ）」 

② 平面図、位置図、写真等（現況及び改修箇所が分かるもの） 

③ 見積書（公的機関又は工事請負業者等の民間事業者の２社以上の見積を提出） 

④ 「補助対象面積確認シート」※補助対象外の事業所が併設している場合に提出 

【提 出 先】  

長崎県 長寿社会課 施設・介護サービス班（担当：伊藤） 

E-mail : a-ito@pref.nagasaki.lg.jp   ※担当メールアドレスへ電子媒体で提出 

【提出期限】令和 8年 1月 8日（木）  

 

3．留意事項 

 ・本調査結果に基づき県の予算措置の検討を行いますが、本調査への回答をもって、事

業の実施、補助金の額及び補助金の交付等を確約するものではありませんので、その

旨ご承知おきください。また、補助の内容、単価等については変更になる場合があり

ますので予めご了承ください。 

・県の補助対象となるのは、「定員 30 人以上の大規模施設等」です。定員 29 人以下の

地域密着型・小規模施設等は市町（中核市含む）の所管となりますので、今回の調査

の対象ではありません。また、中核市（長崎市・佐世保市）に所在している施設につ

いては「定員 30 人以上の大規模施設等」であっても中核市の所管となりますので、

今回の調査の対象ではありません。 

・その他、詳細や留意事項については上記 1末尾に記載の県ホームページからご確認く

ださい。 

 
長崎県長寿社会課 

施設・介護サービス班 担当 伊藤 

直通：095—895-2436 

FAX ：095-895-2576 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JCS4Aj8SDk6b-qsCxhzLkIvbp6egU3NHouNPSRv-6rlUQkFZRjZJSk0xUFlLVENKVEdMSkpUNzBSVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JCS4Aj8SDk6b-qsCxhzLkIvbp6egU3NHouNPSRv-6rlUQkFZRjZJSk0xUFlLVENKVEdMSkpUNzBSVi4u
mailto:a-ito@pref.nagasaki.lg.jp

